
目　　次

　はじめに
1．因果法則性と合理性
　1.1　機能主義
　1.2　合理性
2．心的なものの非法則性
　2.1　行為の理由と行為の原因
　2.2　心的なものの非法則性
　2.3　行為の予測
　2.4　非法則論的一元論
3．心的因果
　3.1　伝統的な因果性の理論
　3.2　心的因果
4．自由意志
　4.1　選択可能性
　4.2　行為者性
　4.3　飛躍の存在
　4.4　自由意志に基づく選択と行為
5．自我
　5.1　ワーキングメモリ
　5.2　自我の生物学的基盤
6．非決定論的世界
　おわりに

は じ め に

　消費者行動研究の現状について，阿部（2013）
は次のように述べる。「われわれはまだ消費者
行動についての統一的な知識体系を構築してい
るわけではない。おびただしい数の新しい研究
がなされていることは好ましいことであるが，

それらはより細分化された，より断片的な知識
の追加という色彩を帯びている。消費者行動の
一貫した説明，そしてそうした説明に基づく高
い精度の予測を可能にする理論構築の努力は遅
れたままになっている」（13頁）。
　今日の消費者行動研究の主流とされる消費
者情報処理論のベースは，認知心理学である。
Gardner（1985）は，『認知革命』の中で，認知
心理学の発展を振り返りつつ，次のような厳し
い現状認識を述べる。「人工的な条件下でなさ
れた実験それ自体になにも誤りはない（物理学
の例を見よ）が，実験条件をほんの少し変えた
り，もっと複雑な現象に適用したり，あるいは
実験室から一歩外に出ると，たちまち結果がく
ずれてしまうという面倒なことが起こる」（邦
訳131頁）。そして逆説的なことに，行動主義
の伝統を引き継ぐ洗練された実験的方法によっ
て，「いったん興味深い現象が心理学の文献の
中で紹介されると，多数の実験家がその実験の
弱点を明らかにしようと，彼らの注意―と方
法論的熱意―を注ぐ。そして結局は，ほとん
どの実験がその限界を暴露することになる（そ
して最後はあきらめることになる）。これらの
傾向があいまって心理学を期待されたほど進歩
させなかったし，今日でも，真に蓄積できる学
問ではなく，印象的ではあるがそれぞれが孤立
した知見から構成された科学にしている」（邦
訳131頁）。
　両者ともに，現在の理論が，寄せ集めの孤
立した知見・知識であること，現実の世界で
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は精度の高い予測ができないことを指摘する。
Gardner（1985）によれば，認知革命と呼ばれ
た新しい知的潮流は，1950年代に始まる。そ
れから半世紀以上経過した今日でも，こうした
知的状況に置かれていることは，消費者行動研
究者にとっては気の重たくなる事実である。
　しかし，この事実の中にこそ，実は，消費者
行動研究の新しい理論的出発点があるのではな
いだろうか。素朴に考えてみれば，人間には，
自由意志があるのだから，人間の選択や行為
を，心理法則によって，説明したり，予測した
りはできないのではないだろうか。あるいは，
心理的諸要因が，選択や行為を引き起こすとい
う決定論的な方法論が誤っているのではないだ
ろうか。
　こうした問題意識から，本研究では，消費者
情報処理論を念頭に，その哲学的あるいは方法
論的基盤に批判的検討を加えていくことにした
い。ここで取り上げる方法論は，科学哲学では
なく，心の哲学や行為の哲学であり，現代の神
経生物学の知見を触媒として，生物学，哲学，
心理学が融合しつつある知的潮流である。
　消費者情報処理論は，認知科学あるいは認
知心理学を核としているので，心の哲学の中
では，機能主義という立場に属する。機能主
義は，心的状態を脳状態が実現する機能として
捉える。この心的な機能が，互いに因果的に作
用しながら，身体的運動を含む行為を引き起こ
し，外界に作用する。こうして，心的なもの
が，外的世界に物理的現象を引き起こすのであ
れば，たとえ観察不可能であっても，その実在
を疑うことはできない。現代の消費者行動研究
が，心の問題を真正面から取り組めるように
なったのは，この機能主義という方法論的革新
があったためである。
　この方法論的な革新において，心的なものを
実在とみなすために，心的なものは，因果法
則，普遍的法則に従うものとなった。ところ
が，これを「いかにして行為は為されるのか」
という行為論としてみると，とても窮屈で偏狭
な人間観となる。行為は，因果法則的に，決定

論的に引き起こされるので，人間の理性や自由
意志を働かせる余地がなくなるからである。本
研究で切り込んでいくのはこの問題である。心
的実在を手にするための代償はとてつもなく大
きかったのである。
　機能主義心理学（消費者情報処理論を含む）
の方法論では，心的なものは因果法則に従う。
しかしながら，阿部（2013）は，消費者行動論
にとってどのような科学観が望ましいのかを問
いながら，次のように述べる。「普遍的法則を
前提に展開されるポパーの多くの議論は消費者
行動論とは距離を感ぜずにはおれない。消費者
行動論には普遍的法則と呼べるものは見当たら
ないからである。消費者行動論に含まれる理論
はほとんど全てが統計的な法則を内容としたも
のである。……私たちの有する法則の多くは，
確率の大きさを問わない『～する傾向がある』
といった傾向法則（tendency law）と呼ばれる
ものである。もし消費者行動研究者が科学哲学
としてポパーの説くところの普遍的法則に関す
る部分に傾倒してしまったならば，足許を見た
ときに自己否定にも繋がってしまいかねないの
である」（73頁）。
　ところが，逆に，普遍的法則を否定すれば，
消費者情報処理論が依拠する方法論を否定して
しまう。機能主義では，心的なものは因果法則
に従うからである。それにもかかわらず，実際
の消費者行動研究では，心理的要因間に，ある
程度の傾向を見出すことしかできていない。方
法論的視点から，現代の消費者行動研究を眺め
ると，こうした矛盾を抱えていることがわか
る。これは，消費者行動研究の方法論上の危機
と言っても過言ではないだろう。
　消費者情報処理論に立脚する研究者は，機能
主義を信奉しているわけではないと言うかもし
れない。しかし，心的なものを語る際に，機能
主義を一歩でも離れようとすると，たちまち方
法論的難問に直面することになる。本研究は，
その困難を1つずつ乗り越えていく試みであ
る。この試みの最終目標は，自我が自由意志に
基づいて行為を為すという行為論を導くことで
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ある。
　さて，紙幅が限られた中で，法則性，合理
性，行為，因果，自由意志，自我といった中核
的な概念を扱うので，網羅的なレビューは不可
能である。しかし，これらの概念は相互に密接
に関連しているので，別々に論じることもでき
ない。そこで「いかにして行為は為されるのか」
という行為論を軸に，主要な論点を串刺しにし
て論じていくことにする。

1．因果法則性と合理性

　まずは，機能主義が，心的なものをどのよう
に捉えるのかについて概説し，法則性と合理性
の関係について論じる。

1.1　機能主義
　機能主義に関する初期の哲学的研究には，
Armstrong（1968），Putnam（1967），Lewis（1972；
1980），Block（1978）などがあげられる。機
能主義では，各タイプの心的状態や心的作用
を，刺激や行為，あるいは他の心的状態や作
用との因果的役割によって識別する。例えば，
Armstrong（1968）は，「人間は物理的刺激に
よって持続的に作用されている対象である。こ
れらの刺激は彼に行動，すなわち物理的反応を
引き起こす。刺激と反応の因果連鎖の間に，心
が入り込む。心は刺激に対する我々の反応を因
果的に媒介するものである」（邦訳98頁）とし
ている。また，その因果連鎖の中には，「行動
に対する因果関係のみならず，他の心的状態に
対する因果関係も含んでいる」（邦訳105頁）。
それゆえ，刺激と反応の間は，いくつかの心的
状態が相互に連関しあう因果的継起によって媒
介される。そして，その「継起が因果的だとす
れば，その継起は何らかの法則に支配されてい
る」（邦訳106頁）と考えるのである。
　そのため，機能主義心理学（消費者情報処理
論）では，各タイプの心的状態・作用の因果的
役割を識別し，種々の因果関係を成立させる心
理法則を発見することが，研究プログラムの根

幹となる。心理法則には，心理的要因同士を関
連付ける心理・心理法則（例：対象への好意的
な態度が購買意図を高める）と心理的要因と物
理的要因を関連付ける心理・物理法則がある。
この心理・物理法則は，さらに，物理的な刺激
と心理的要因を関連付ける法則（例：広告露出
が認知度を高める）と，心理的要因と物理的・
身体的行為を結び付ける法則（例：ブランド愛
顧が継続的購買をもたらす）に分けられる（信
原，1999，17頁）。
　こうした心理法則とは別に，例えば，「ある
信念pが生じるのは，脳状態mが生じていると
き，かつそのときに限る」のように，心的状
態・作用と脳状態・神経状態とを結び付ける法
則は，架橋法則と呼ばれる（Evnine，1991，邦
訳44-52頁）。機能主義では，脳状態が実現す
る心的状態も法則的なので，神経生物学的法則
に従う脳状態との間に，安定的な架橋法則を想
定できる（信原，1999，15-18頁）。
　こうして，心的なものを法則論的に捉えるこ
とで，心的なものを物理的世界の中に無矛盾に
収めることが可能となったのである。この方法
論的な革新によって，行動主義によって激しく
排除された心的なものは，もはや観察不能で神
秘的なものではなく，脳状態を基盤として外界
に対して因果的に作用する実在となったので
あ る。
　さらに一歩進んで，ある心的機能は，その因
果的役割によって定義されるのだから，同一の
因果的役割を実現するのであれば，それは神
経回路でも電子回路でも良いであろう。つま
り，心的な機能とそれがどのように実現される
かについては，別々の問題として捉えることが
できる。この発想が，心と脳を切り離し，心理
学と脳科学を分離することを可能としたのであ
る（Searle，2004，邦訳89-94頁）。この発想が
魅力的だったのは，「もしある有機体の行動や
思考過程を正確に記述できれば，まったく同じ
仕方で動く計算機械を設計できる」（Gardner，
1985，邦訳17頁）からである。もはや，心的
なものは，プログラムとして記述され，脳状態
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に限らず，種々の物理的構造によって実現可能
な物理的計算状態となったのである（これは計
算主義とも呼ばれる）。
　消費者情報処理論でもこの思想は受け継が
れ，消費者は，あたかも脳や身体をもたない
「情報処理装置」や「計算機」として描かれ，
その情報処理プロセスの因果的構造を明らかに
することに主眼がおかれる。すなわち，「今日
の最も代表的なパラダイムである消費者情報処
理理論は，直接観察することの困難な消費者の
頭の中での認知的過程である情報処理を研究対
象としている。直接観察することのできない事
柄を研究対象から外すべきであるとする意見は
今日ではほとんど聞かない。また，経験的な研
究方法としても多くの研究者が共分散構造分析
を用いているが，それは認知的過程について因
果的な構造を推論するというのに適した方法な
のである」（阿部，2013，79頁）。
　心的実在を確固たるものとした点で，機能主
義の消費者行動研究に対する貢献は，計り知れ
ない。その反面，しばしば見過ごされてしまう
が，Bargh and Ferguson（2000）が指摘するよ
うに，何らかの要因によって選択や行為が決定
されるという決定論を支持する点で，機能主義
と行動主義は同一である。Bettman（1979）も，
次のように論じている。選択には，理論的に説
明できない無作為で，確率的な要素が含まれて
いるわけではない。選択は，何らかの原因を
もつので，原理的に説明可能である（p. 9およ
びp. 344）。モデルの適用においては，測定の
誤差や概念定義などの問題により，確率的な要
素を含むけれども，「選択は，概念的には，決
定論的である」（p. 9脚注4）と述べている。し
たがって，選択のタイプとその水準を特定す
れば，予測も可能だと考えるのである（pp. 37-
40）。

1.2　合理性
　機能主義とは対照的に，本研究は，心的なも
のは，法則に従うものではなく，また，無作為
で無秩序なものでもなく，自由でありつつも

合理的な秩序をもつものだと考える。例えば，
「それが好きだからそれを買う」という心理的
要因と行為の関係，あるいは，「面白いからそ
れが好き」という心理的要因と心理的要因の関
係は，合理性に基づいて結び付いていると考え
る。これらは，単に，好きという理由のもとで
それを買おうとしたり，面白いという理由のも
とでそれを好きになったりしているだけであ
る。好きだからといってそれを買うことを必然
化することもないし，いかに面白くても好きに
なることを拘束することはない。それゆえ，両
者の間に安定的な相関関係はあるとしても，心
理法則とは言えないであろう。
　同様に，学習や推論によって獲得される知識
や手続きの多くも，合理性に基づく関係であ
る。それらは，しばしば不合理を許容するほ
ど，柔軟で非固定的なものである。「赤信号を
見たら止まれ」という交通ルールは，刺激の知
覚と行為の結び付きを示した規則である。「安
全だから」，「ルールは守るべきだから」といっ
た理由に基づいて，ある程度の規則性は生じ
る。しかし，不合理にも，赤信号を無視する人
もたくさんいるのだから，これも普遍的法則と
は言えない。
　もちろん，心的なものの中にも因果法則的関
係をなすものも存在している。阿部（2013）は，
「消費者行動論には普遍的法則と呼べるものは
見当たらない」（73頁）と述べているが，消費
者行動論と呼べるかどうかを別とすれば，心的
なものにも，普遍的法則と呼べるものも存在し
ている。感覚（例：指の骨を砕けば痛みが生じ
る）や知覚（例：バラを提示すればバラが見え
る），情動（例：高所から突き飛ばせば恐怖を
喚起する），行為（例：手を上げれば手が上が
る）などにおいて，因果法則的関係が成立する
ことがあるであろう。もちろん，幻覚や麻痺な
どの例外はあるものの，こうした事例を法則的
関係と呼ばないのであれば，そもそも，心的な
ものに法則性を見出すこと自体が不可能なもの
となってしまう。
　それゆえ，心的なものは，一部に因果法則性
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を含むものの，基本的には，合理性に基づく秩
序をもつように思われる。心的なものの中に，
普遍的法則が成立している場合と，合理化関係
しかない場合があることの区別は，今後の議論
において極めて重要な意味をもつことになる。
　さて，問題は，機能主義においては，心理
的要因間の合理化関係も，何らかの因果法則
によって基礎付けられなければならないとい
う点にある。例えば，棒を水に入れると棒は屈
折して見える。屈折の知識のない子供は，この
知覚から，棒が曲がっているという信念を生む
だろう。屈折の信念をもつ人は，同一の知覚か
ら，棒はまっすぐだという信念や，水から上げ
るまで分からないという信念を抱くかもしれな
い。いずれの信念も合理的な推論の結果であろ
う。しかし，これらの知覚と信念の結び付き
を，柔軟で非法則的な推論に基づくものだとす
れば，機能主義の考え方と矛盾してしまう（信
原，1999，29-33頁）。
　そのため，機能主義においては，あらゆる合
理化関係を因果法則的に捉えようとする。水に
入れた棒を知覚した結果，多様な信念が生じた
としても，他の心理的要因を列挙することで，
因果法則的に説明可能だと考えるのである。例
えば，屈折の知識の有無や判断の慎重さといっ
た要因によって，こうした信念の相違を因果法
則的に説明していくことになる。こうした説明
の方法は，ある程度まで，それなりの理論的整
合性をもつように思われる。
　ところが，こうした方法論を突き詰めていく
と，我々の常識を超えたものとなっていく。科
学的探究などの知的活動や芸術・スポーツを含
めた，あらゆる人間行為が，何らかの諸要因の
組み合わせによって，因果的に，決定論的に，
引き起こされていることになってしまう。その
ため，もし，この世界について十分に知ること
ができるとすれば，人間の偉大な業績，例えば
モーツァルトの交響曲の作曲プロセスなども，
原理的には，科学的に予測可能なものとなる。
それらは単に因果法則的に引き起こされるもの
にすぎないからである（Popper，1982，邦訳

53-109頁）。
　それゆえ，こうした決定論的な方法論のもと
では，人間の理性的な働きや創造性が入り込む
余地はない。何らかの選択や行為がなされると
きは，常に，心理法則の束に従って決定されて
いるため，心理法則を超えた，創造的で自由な
出来事が生じることはないのである。
　Searle（2001）は，人間の行為が合理的な評
価を受けるのは，行為が自由であるとき，そし
てそのときに限られると述べる。そのため，一
連の行為として合理的なものや不合理なものが
あったとき，それらの間に真の選択の余地がな
ければならない。選択や行為が，法則によって
完全に決められているならば，合理性には出る
幕すらないのである（邦訳220-233頁）。
　この意味において合理性を捉えれば，法則論
的な消費者情報処理論には，本来，合理性概念
は含まれていない。消費者行動を論じる際に
も，完全合理性や限定合理性といった用語が使
用されるが，そこでの「合理性」は，知識や処
理能力の差による意思決定の質が議論となるだ
けで（Simon，1997），選択や行為の自由を含
意することはない。いずれにしても，先行する
心理的諸要因が，選択や行為を1つに決定して
しまう。消費者情報処理論においても，各種の
状況要因，能力や知識量などの各種個人差要因
が，情報処理プロセスにおいて，多様に相互
作用しつつ，最終的に何らかの選択や行為が，
「引き起こされる」のであって，選択や行為が
自由になされるとは言わないであろう。
　まとめると，合理性は，何らかの観点に照ら
して，望ましい選択や行為を行うことに関連し
ているが，本研究では，それに加えて，自由
で，柔軟な，理性的な働きを示す語として用い
ることにする。そして，心的なものは，法則に
従うものではなく，自由で，柔軟な合理的な秩
序をもつものだと主張していきたい。この見解
に対し，素朴に見れば自由で柔軟なものに思え
る心的なものに法則論的，決定論的な秩序を見
出そうとするのが，機能主義である。そして，
さらに，いくつかの考え方があるが，ここでは
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解釈主義と消去主義と呼ばれる立場に触れてお
こう。
　信念や欲求などの心的状態は，他者の行為を
合理化するために，他者に帰属させられるも
のだとする立場が解釈主義である（Davidson，
1984；Dennett，1987）。合理化とは，行為の
理由となる，あるいは行為を理に適ったものに
する心的状態を見出すことである。他者の心的
状態に注意を払うのは，他者の行為を合理的に
解釈したいからであろう。もちろん，ある行為
に対してはさまざまな解釈が可能なので，その
行為者のあらゆる証拠に基づいて全体論的に解
釈し，種々の心的状態の合理的秩序を帰属させ
ることに主眼が置かれる（Evnine，1991，邦訳
30-43頁；信原，1999，29-33頁）。
　解釈主義においては，信念や欲求などの心的
状態（しばしば志向的状態と呼ばれる）は，解
釈のための概念的装置なので，その実在を仮定
する必要はない。Dennett（1987）は，志向的
状態は，むしろ人々のふるまいを予測するとい
う視点からのみ認められるのであり，その戦略
がどれほどうまくいくかの評価によってのみそ
の存在が確証されるとしている（邦訳25頁）。
　さらに，こうした心的状態なるものは，い
ずれ消去されるとする立場が，消去主義である
（Feyerabend, 1963; Rorty, 1965; Churchland，
1981）。Churchland（1981）は，「消去的唯物論
とは，心理的現象に関するわれわれの常識的な
考え方が一つの根本的に誤った理論を構成して
おり，その理論の基礎的な欠陥ゆえに，その原
理のみならず存在論もまた，完成された神経科
学によって円滑に還元されるよりはむしろ最終
的には置換されるだろうというテーゼである」
（邦訳125頁）と述べている。極端な主張にも
感じられるが，心的なものが決定論的なもので
あり，かつ，あらゆる心的現象に神経生物学的
な基盤があると考えるのであれば，心理学的な
説明の少なくとも一部は，神経生物学によって
還元されたり，その一部が，不適切な説明とし
て消去されたりするのは，認めざるをえないと
思われる。

2．心的なものの非法則性

　機能主義では，心理的諸要因が，因果的に作
用した結果として，選択や行為は，引き起こさ
れるという行為論をもつ。この機能主義から一
歩踏み出して，心的なものに自由で合理的秩序
を想定すると「いかにして行為は為されるのか」
の説明は困難を極めていく。行為を合理化する
とき，行為はその理由によって説明される。こ
の言語的，概念的記述の次元にある「行為の理
由」が，物理的な次元で生じる行為（身体運動）
を引き起こせると言えるのか。つまり，行為の
理由は，行為の原因になりうるのか。まずはこ
の問題から始めよう。

2.1　行為の理由と行為の原因
　Anscombe（1963）は，『インテンション』に
おいて，「理由は行為の原因ではない」という
反因果説の立場から，現代的な行為論の枠組
みを提出し，Davidson（1963）は，『行為・理
由・原因』において，その枠組みを「理由が行
為の原因である」という因果説へと転換する。
Anscombeの考察が，行為の記述の水準に見出
される秩序に向けられるのに対し，Davidson

は，出来事としての行為の水準をも射程に入れ
て理論展開を図る（河島，2006）。
　まず，Anscombe（1963）は，「なぜ」という
問いが受け入れられるような行為を意図的行為
と定義する（邦訳17頁）。手を上げて，通りの
向こうの友人に挨拶したとき，はからずもタク
シーが止まってしまった状況を考えてみよう。
このとき，「なぜ手を上げたのか？」と問われ
れば「友人に挨拶するためだ」と答えられるの
で，これは意図的行為である。しかし，「タク
シーを止めるために手を上げた」という記述の
もとでは，意図的行為とは言えない。それゆ
え，ある行為が意図的か否かは，その記述に依
存する。合理化関係は，その記述に依存すると
考えるのである。
　一方，手を上げるという行為の原因は何か。
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それは，大脳皮質から筋肉の収縮に至る一連の
神経生物学的なプロセスであろう。しかし，神
経生物学的な原因を述べることで，身体的運動
としての出来事は説明できても，行為の意図は
説明できない。つまり，原因を述べることと，
理由を述べることは，そもそも説明の次元が異
なるのである。それゆえ，Anscombeは，行為
の記述の水準においてのみ，合理性の秩序が成
り立つと考えたのである（河島，2006）。
　ところが，Davidson（1963）は，行為の理由
である心的状態が，行為の原因でもあると主
張する。「理由とそれが説明する行為との関係
において核心となるのは，行為者はその理由を
もっていたがゆえに

4 4 4

その行為を為したのだとい
う考えである」（邦訳168頁）と述べる。この
「ゆえに」が「行為のための理由」と「行為を
為した理由」を区別する。「行為のための理由」
は，種々の欲求や信念の内容と行為との間にし
かるべき合理化関係が成立していれば良い。し
かし，「行為を為した理由」となるためには，
まさに，その理由がその行為を因果的に引き起
こさなければならない。行為の生起は，出来事
の一種であって，因果関係は，出来事の間の関
係である。したがって，「行為を為した理由」
となる心的状態は，「心的出来事」とみなされ
るのである（信原，1999，33-38頁）。
　「行為のための理由」という理性的に生み出
された心的状態であっても，その心的状態が
「行為を為した理由」となるのであれば，それ
は心的出来事として行為を引き起こしたこと
になる。それゆえ，「少なくともいくつかの心
的出来事は，物的出来事と因果的に相互作用す
る」という「因果的相互作用の原理」が成立す
ると主張するのである（Davidson，1980，邦訳
263‒264頁）。
　本研究も合理的な心的秩序の実在とその因果
的効力を認める立場である。つまり，この行為
を為した理由が，行為の原因であるとの立場を
支持する。
　この「行為の理由」と「行為の原因」の区別
は，消費者行動研究においても，厳密になされ

るべきであろう。例えば，ある記述のもとにあ
る一般的な行動について，その行動パターンや
選択の動機，欲求などに関して回答を求め，共
分散構造分析などの統計技法によって「因果的
な構造」を推論するやり方がある。かりに，心
的なものに合理性の秩序を認めるのであれば，
行動一般に関する動機や欲求の回答は，行動の
ための理由を記述するものにしかならないであ
ろう。そして，それらが統計的に検定された構
造も，ある行動に対する全体的，平均的な合理
化関係あるいは解釈図式とみなされるべきであ
る。現実の因果関係の一部は反映されるとして
も，厳密に言えば，こうした研究は，ある行為
の全体像を合理的に理解しようとする一種の解
釈主義なのである。もし，「因果的な構造」を
明らかにしたければ，因果関係は，時空の特定
された出来事の間の関係なのだから，ある特定
の行為を為した特定の理由，すなわち，行為の
原因が，抽出されなければならないであろう。
本来，合理化関係にすぎない変数間の関係を因
果的関係として解釈するのは，論理的な飛躍で
ある。行為の理由と行為の原因の識別は，消費
者行動研究の理論的な進歩にも貢献すると思わ
れ る。

2.2　心的なものの非法則性
　さて，「行為のための理由」が「行為を為し
た理由」となるのなら，それは「行為の原因」
とみなしうる。ところが，こうした因果関係を
生み出す心的出来事は，合理的に生み出される
のだから，法則的ではなく，自由で柔軟なもの
である。そこで，Davidsonは「心的出来事を
予測したり説明したりするための根拠となる厳
格な決定論的法則は存在しない」という「心的
なものの非法則性」を論証していくことになる。
これは，機能主義が想定するような心理法則の
束は存在しないという主張である。その根拠
は，以下の（1）～（3）にまとめられる（Davidson，
1980，邦訳第八章262-292頁）。
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（1）物的枠組みと心的枠組みの相違
　Davidsonは，心的状態と脳状態の間の架橋
法則の存在を否定することによって，「心的な
ものの非法則性」を論証する。もし，ある物理
法則が物的性質P

1
とP

2
を結合し，架橋法則が

P
1
と心的状態Mを関係付けるなら，MとP

2
を

関係付ける心理法則を導出できる。しかし，心
的状態と脳状態を結び付ける架橋法則が存在し
ないのなら，心理法則が存在するとは考えにく
いだろう。それゆえ，心的なものは，非法則的
だと主張する（Evnine，1991，邦訳46-47頁）。
　では，なぜこの架橋法則が存在しないと考え
るのか。物的枠組みは法則性に従い，心的枠組
みは合理性に従うからである。この両者は異
なる枠組みであるがゆえに，厳格な架橋法則
は存在しないと主張するのである（Davidson，
1980，邦訳287頁）。例えば，「バーでビールを
注文した」という信念pがあり，「支払いを拒
否したい」という欲求qがあるとする。このと
き，もしpであると信じるのであれば，qとい
う欲求をもつべきではない，という社会的規
範に基づく合理化関係が成立する。架橋法則
によって信念pは脳状態mと，欲求qは脳状態
nと結び付くとする。このとき，脳状態mと脳
状態nの間の物理的な世界において，心的な世
界における「べき・べきではない」が成立する
とは考えにくい。リンゴが木から落ちるとき，
下に子供がいるので，今は落ちるべきではな
い，とならないのと同様である。したがって，
心的枠組みと物的枠組みをつなぐ架橋法則は存
在せず，それゆえ，心理法則は存在しない，す
なわち，心的なものは非法則的だと考えるので
ある（Evnine，1991，邦訳48頁）。
　本研究では，Davidsonの心的なものは非法
則的であるという主張を支持するが，心的状態
と脳状態を結び付ける架橋法則が存在しないと
いう点は，受け入れない。実際，Davidsonは
こうした見解をとることで非法則的一元論（2.4

節）という難解な説へ導かれる。本研究では，
6章で論じるように，Davidsonとは反対に，人
間の脳には，自由で合理的な心的秩序を成立さ

せる機構があるという仮説を採用する。

（2）量的計算の不可能性
　心的枠組みは，閉じた体系ではない。そのた
め，外界からの影響にさらされ，極めて多様に
変化するので，心的なものを厳密な意味で予測
することは難しい。それでも，予測が現実に難
しいからといって，そこで法則が働いていない
とは言えない。消費者行動研究でも，そこで何
らかの法則が働いていると考えるのである。
　Bettman（1979）の情報処理モデルは，外部
環境に適応するための走査・中断機構を備え，
外界に対して開かれたプロセスとして描かれ
る。注意や情報取得，意思決定，学習といった
多様な局面に，適時，枝分かれするものの，そ
こでなされる選択が循環的に作用し，全体とし
てみれば，初期状態から望ましい状態へ移行
する選択プロセスとして描写される。Bettman

（1979）自身も指摘するように，このモデルに
よって消費者の選択や行動を予測することはで
きない（p. 37）。しかし，「選択は，概念的に
は，決定論的」（p. 9脚注4）なので，焦点を絞
れば，心理法則を個別的に見出していくことは
可能だと述べる。
　しかし，Davidson（1980）は，そうした心理
法則を認めない。「人間は，どんぐりのオムレ
ツを食べたいと思えば，そうする機会があり，
他のいかなる欲求もその欲求より強いというこ
とがないかぎり，一般には，どんぐりのオムレ
ツを食べるであろう」（邦訳305頁）という心
理学的な法則は，物理学的な法則とは同一視で
きないと主張する。「もしわれわれが，信念と
欲求にもとづいて行為を予測しなければならな
いとすれば，その場合に必要なのは，関わりの
あるすべての信念と欲求を一つの見通しの中に
組み込む量的計算である。ところが，理由にも
とづいた説明の単純なパターンをそのような計
算へと洗練することができるとは，まったく期
待できないのである」（邦訳305-306頁）。
　もちろん，物的枠組みも閉じているわけでは
なく，「質量mの物体に力 fを加えれば，その
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物体は加速度aで運動する」という物理学の法
則においても，例えば摩擦などの影響によっ
て，実際には加速度aの運動は実現しない。し
かし，物理学の法則が示す結果に対して，いく
つかの要因が同時的ないし継起的に働くとして
も，それらの影響は個別的に，独立して算出す
ることができる。それゆえ，種々の要因の影響
は，正確に規定され，厳密に算出しうるという
法則論的性格から，現実世界においてもなお物
理学の法則は成立しているものと言える（信原，
1999，133-140頁）。
　ところが，心理的要因間の関係においては，
物理学におけるような洗練された量的計算は
期待できない。例えば，「商品の値引きは購買
意図を促進する」という傾向法則がある。値引
きが，購買意図を促進することも多いのは事実
であるが，値引きの知覚から，品質の劣化を推
論すれば，購買意図にはマイナスに働くかもし
れない。こうした解釈の多様性を，消費者情報
処理論では，例えば，知識構造の相違に求める
が，こうした説明の仕方は，大雑把すぎる。こ
の解釈に影響するのは，知識構造のどこからど
こまでであるかが，厳密に特定されなければな
らない。そのうえで，関連する知識の1つ1つ
が，厳密に測定され，それらの間の量的計算が
可能でなければならない。こうした心理的要因
間の量的計算が不可能であれば，消費者の選択
や行為を厳密な意味において予測することはで
きないだろう。

（3）心的秩序の全体論的性格
　この量的計算の不可能性に対しては，反論も
ある。Fodor（1987）は，他の個別科学の場合
と比べて，それは特に問題がある状態とは言え
ないと主張する。例えば，「蛇行している川で
は，外側の土手が浸食される」という地質学的
一般化を考えてみる。外側の土手の浸食を妨げ
るような条件（天候の変化による川の凍結，ダ
ム建設など）は，いくらでも成立するので，こ
の一般化を真とするためには，「他のすべての
事情が同じならば」という例外対処条項が必要

となる。つまり，地質学的一般化とは，「地質
学の操作的理想化が満たされた任意の可能世界
において，蛇行している川では，外側の土手が
浸食される」（Fodor，1987，p. 5）ことを意味
するのである。理想化とは，事物の本当のあり
方を覆い隠してしまう「干渉」を除去するため
に用いられる認識論的手段である。したがっ
て，心的状態に，どんなに複雑な事情が生じる
にせよ，理想化によって排除可能であり，「関
わりのあるすべての信念と欲求を一つの見通し
の中に組み込む量的計算」が難しいというの
は，単に認識論的困難にすぎないと主張する
（Evnine，1991，邦訳57-58頁）。
　確かに，物的な世界も閉じた体系ではないの
だから，「他のすべての事情が同じならば」と
いう例外対処条項が，物的枠組みでも心的枠組
みでも同じ働きをするように思われるかもしれ
ない。かりに，例外対処条項によって，ある人
の信念や欲求が，相互に独立して，個別的に規
定できるのならば，どんぐりのオムレツのよう
な条件文が，理想化された可能世界において，
心理法則として成立するかもしれない。
　しかし，そうはならない。心的な枠組みの中
では，それらの例外は全体論的な心的な織物の
一部として組み込まれているからである。通
常，どんぐりは食用には向いていないので，あ
る人がどんぐりのオムレツを欲するためには，
多くの心理的諸要因によって支えられる必要が
ある。それでもオムレツを前にすると「どんぐ
りは渋くてまずい」という記憶が蘇り，結局，
オムレツを食べないかもしれない。この記憶の
再生は例外として排除できるだろうか。さらに
例外を生みそうないくつかの心的状態が，彼の
頭の中から除去されたとき，どんぐりのオムレ
ツを食べたいという欲求は，依然として存在す
るであろうか。
　要するに，心理学的一般化における例外と
は，心的秩序の全体論的な織物の一部として織
り込まれているという点で，心的なものについ
ての基底的事実なのである。これに対し，地質
学的一般化における例外は，地質学についての
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基底的事実を反映しているものではない。した
がって，この地質学的一般化と心理学的一般化
における例外対処条項は，同等に扱うことがで
きないのである（Evnine，1991，邦訳58頁）。

2.3　行為の予測
　Davidsonは，以上の点から「心的なものの
非法則性」を主張する。本研究もこの見解を支
持する。心的なものが非法則的である，あるい
は，消費者行動が非法則的であるというのは，
天体の運行を正確に予測するような厳格な法則
は存在しないという意味であって，傾向法則を
否定するものではない。ある性質N（例：ある
水準の関与や能力）をもつ消費者が行為A（例：
情報探索）をする傾向がある，あるいは，消費
者の意思決定が機会O（例：不確実性下）であ
るとき行為A（例：損失回避）を行う傾向があ
るといった予測を否定しているわけではない。
ここでの主張は，こうした心理法則をいくら束
ねたとしても，「ある消費者がいつどこでいか
なる行為を行うか」を厳格に特定する予測は，
一般的には不可能であるという意味である。
　例えば，ある消費者がレストランで何を注文
するかという予測課題を考える。注文という行
為は，時空の特定される身体的行為を含むの
で，厳密に予測するとすれば，その行為の細部
（発話内容とそのタイミング，腕の上げ下げの
高さや角度，指の位置や動き，表情……）が，
初期条件から計算されなければならない。こう
した予測課題において，心理的要因はあいまい
だから，より厳密な神経生物学的要因や生理的
要因を用いようと考えるのは，消去主義的発想
である。ここでは心理的要因と物理的要因に
絞って議論を単純化したい。
　この予測課題に答えるためには，まずは，食
欲，時間的・金銭的な余裕，義務感や責任感，
気分や感情，空腹感や健康状態など身体に関す
る知覚，宗教上の禁忌，仕事上のストレス……
などの心理的諸変数や，階段の高さやテーブル
までの距離，混雑状況，イスやテーブルの高
さ，照明や音楽，店員の対応…などの外部環境

の物理的諸変数が，何らかの基準や理論，モデ
ルに照らして抽出され，何らかの形で厳密に
測定され，初期条件として与えられる必要が
あ る。
　行為を精確に予測するためには，髪をかき上
げる癖などの個人特性が行為の細部に影響する
ので，個人の特異性を示す変数を例外として排
除はできない。やはりそこに唯一無二の人間が
いることを強調せざるをえないであろう。
　そして，それら諸変数は，消費者の行為に影
響しない形で測定されなければならない。「今，
一番食べたいものは何ですか？　それを注文す
る確信の程度は？」といった調査は，予測課題
を台無しにしてしまう。それでも，かりに，何
らかの方法で厳密な測定に成功したとしよう。
　理論的に重要なのは，その測定された変数
がどのような量的関係にあるかである。例え
ば，「健康的な食事をすべきである」という義
務感が強度xであったとしても，その一個人の
義務感強度xが，他の諸変数といかなる量的関
係をもつかについて，厳密に規定するような理
論は存在していないだろう。義務や責任などの
あいまいな変数を含む心理的諸変数と物的諸変
数が，どのような量的関係を結びながら，具
体的な行為の仔細を決定していくのかに関し
て，理論の痕跡すら存在していないのである
（Popper，1982，邦訳23-31頁）。
　こうして考えると，日常空間におけるある個
人の選択や行為を，心理的諸要因によって，厳
密に予測しようとする試みは，成功するとは思
えないであろう。そこで作用する要因をすべて
網羅的に把握することができないためだけでは
ない。心理的要因間における量的計算，そし
て，心理的要因と物理的要因の間の量的計算が
できないためである。包括的モデルの代表例と
されるBettman（1979）モデルも，現実的な文
脈において，構成要素間の厳密な量的関係を特
定できないがために，消費者の選択や行動を予
測するモデルとはならないのである。
　実際，消費者行動研究において，日常空間に
おける消費者の行為を秒単位，センチ単位で厳
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密に予測するといった発想は，奇異にすら感
じられる。「心理学的方法によって人間の行動
を望みどおりの精度で予測するという考え方
は，じっさいのところ，心理学上のあらゆる考
え方にとって，それがなにを意味するのかをほ
とんど理解できないほどまったく異質なもの」
（Popper，1982，邦訳28頁）なのである。消費
者行動研究でも，「せいぜいのところ，行為を
合理的に理解できるようにするための仮説的な
状況図式をつくろうとする大雑把な試みに過ぎ
ない」（Popper，1982，邦訳30頁）であろう。
　消費者行動研究では，典型的には，その他の
諸要因の影響を無視しうるような実験室的状況
で，ある原因が存在する場合と存在しない場合
を比較して，結果変数にどのような差を生じさ
せるか，あるいは，原因変数がある水準（高
低，強弱など）のとき，結果変数にどのような
影響を与えるか，といった定量的な研究がなさ
れる。こうした研究スタイルにおいては，心的
なものの非法則性は，あまり大きな問題とはな
らない。
　回答者・被験者グループは，ほぼ同質的な集
団とみなされ，測定される選択や行為の水準
も，単純化され，定型化され，変数のわずかな
差異は，誤差の範囲として処理される。そし
て，抽象化され，集計された心理的変数間にお
いて何らかの規則性を見出そうとする。1）こう
して抽象化された変数間の量的関係は，集計レ
ベルが異なるために，ある個人の時空の特定さ
れた具体的行為を予測する際には，ほとんど何
の役割も果たさないであろう。この抽象化，単
純化された因果関係についての大雑把な論理
と，日常的な空間における具体的な行為に関す
る論理は，問題設定の仕方，集計の水準，分析
単位など，理論の焦点がまるで異なっているの
である。
　そのため，人間の行為の厳密な予測が不可能
であることを，認める研究者も多いであろう。
それを認めたとしても，理論の焦点がまったく
異なるので，研究実践と矛盾するとは思えない
からである。日常空間では，唯一無二の人間

が，唯一無二の状況で，唯一無二の行為を行う
ので，あらゆる理論的な網からこぼれ落ちる要
素が存在するのは仕方がない。むしろ，こうし
た理論の限界を踏まえたうえで為されるのが科
学的探究である。本研究のように，行為の非法
則性，非決定性を声高に主張することは，あら
ゆる理論化の試みを挫く一種の敗北主義と感じ
られるかもしれない。
　しかし，人間の行為が，決定論的であるか，
非決定論的であるかどうかは，消費者行動を研
究するうえで，簡単に棚上げできるような問題
ではない。ある個人の行為が，非決定論的であ
れば，その問題状況がいかに集計され，いかに
抽象化されても，非決定論的な性質が反映され
るからである。非決定論的なものを，いくらま
とめて抽象化してみても，それは非決定論的な
ままであろう。
　既述の通り，心的なものには，因果法則的な
関係とそうではない関係がある。その区別に目
を向けるべきなのである。実験者が被験者にバ
ラを提示すれば，個人レベルでも集団レベルで
も，バラの知覚経験が生じる。これはほとんど
例外がなく因果法則的であろう。それとは対照
的に，被験者にいま提示されたものが何であ
るかを自由に回答させると，その答えはまち
まちになりうる（例えば，「バラ」「お花」「赤
いもの」など）。回答という行為は，因果法則
的に固定されたものではないからである。その
ため，実験室的な状況で，選択や行為というレ
ベルにおいて，何らかの安定的な相関関係を見
出したとしても，その多くは現実空間において
は「～する傾向がある」程度にとどまるのであ
る。要するに，心理法則と呼べるものとはなら
ない。
　こうして考えると，心理学的研究では，傾向
法則しか見出せず，しかも，寄せ集めの孤立し
た知見・知識になってしまう理由は明らかであ
ろう。それらを統合していくであろう，心的な
ものそのもの，行為そのものについて，十分な
理論的検討をしてこなかったためである。心的
なものが，一体，どのような性質を備えている
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のか，そして，人間はいかにして行為を為すの
か，といった根本問題と向き合うことなく，消
費者行動論の理論的な統合や進歩はないように
思われる。

2.4　非法則論的一元論
　心的なものは，全体論的に秩序付けられるの
で，例外対処条項は有効ではなく，個々の心理
的要因間の合理化関係は，量的計算が困難な柔
軟で非固定的な性格をもつ。この心的な合理的
秩序が，行為を引き起こすとき，その行為は，
月食や日食を予測するようには予測できない。
　こうして，心的なものの非法則性を認める
と，今度は，架橋法則の定式化が難しくなる。
心的なものが合理的（非法則的）であるのに対
し，脳状態は，神経生物学的法則に従うもの
と想定されるからである。そのため，Davidson

は，非法則論的一元論と呼ばれる難解な説に導
かれる。
　Davidsonは，次の3つの原理が成り立つと考
える（1980，邦訳263-265頁）。
① 少なくともいくつかの心的出来事は，物的
出来事と因果的に相互作用する（因果的相
互作用の原理）。
② 因果性が存在するところには，法則性が存
在しなければならない（因果性の法則論的
性格の原理）。
③ 心的出来事を予測したり説明したりするた
めの根拠となる厳格な決定論的法則は存在
しない（心的なものの非法則性）。

　因果的相互作用の原理によって，心的出来事
としての信念や欲求は，物的出来事としての行
為を引き起こすことができる。この因果関係が
成り立つためには，因果性の法則論的性格の原
理から，それらを関係付ける法則が存在しなけ
ればならない。ところが，心的なものの非法則
性によって，信念や欲求から，行為へと結び付
ける心理法則は，存在しない。したがって，信
念や欲求が，行為を引き起こすためには，それ
らが脳状態でなければならない。信念や欲求が
脳状態であれば，物理的，身体的運動を伴う行

為との間に物理法則が成立するからである。し
かしながら，その信念や欲求と脳状態とを結び
付ける架橋法則は，心的なものが非法則的であ
る以上，非法則的にならざるをえない。
　ここでのポイントは，心的なものが行為を引
き起こすのは，非法則的に結ばれる何らかの脳
状態と同一だからこそ行為を引き起こせると主
張する点にある。そこで因果的効力を有するの
は，その脳状態の方であって，心的な記述のも
とで，行為を生み出しているわけではないので
ある。これが非法則論的一元論と呼ばれる立場
である（Davidson，1980，邦訳第八章262-292
頁；Evnine，1991，邦訳132-140頁）。

3．心的因果

　機能主義では，心的状態も脳状態も法則に従
うので，安定した架橋法則のもとで，論理的に
は無矛盾の行為論が可能であった。しかし，心
的なものに合理性の秩序を見出すと，心的なも
のが非法則的となるために，Davidsonは非法
則論的一元論という難解な説へと導かれた。本
研究では，Davidsonの因果性の法則論的性格
の原理を棄却し，因果性と法則性とを分離する
ことで，合理的な心的秩序に因果的効力をも認
めることができる道筋を探っていく。

3.1　伝統的な因果性の理論
　因果関係を規則性，法則性によって捉える
見方は，Hume（1739-40）に由来する。Hume

は，因果的な必然的結び付きそれ自体は，観察
することはできないと主張する。人間は，ある
タイプの出来事にあるタイプの出来事が引き続
くという規則的な継起（恒常的随伴）を観察で
きるだけである。その規則性に加えて，原因と
結果の結び付きそれ自体を観察することはでき
ない以上，因果関係は，規則性，法則性を基盤
とするほかない。換言すれば，原因と結果とし
て関係している一対の出来事があるときは，そ
の単称言明は何らかの普遍的法則の個別事例と
なっていなければならないのである（Searle，
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1983，邦訳156-163頁）。
　もちろん，昼が夜の原因になるとは言えない
ように，規則的に生じることのすべてが因果関
係だとは言えない。したがって，「XはYの原
因である」と言うためには，「XとYが規則的
に生じる」こと以上の証拠が求められる。
　この因果関係の成立を確かめる方法の1つ
が，規則性分析である。現代の標準的なテキス
トでは，①原因変数が時間的に先行する時間的
継起性があるか，②原因変数の変化と結果変数
の変化が体系的に相関する連合的変化が確認で
きるか，③見かけの相関を生み出す共通原因を
排除した非擬似的相関を見出せるか，④理論
的裏付けがあるかといった条件があげられる
（Hunt，2010，pp. 113-116）。
　もう1つが反事実的条件分析である。この分
析は，「出来事Xが出来事Yを引き起こす」と
いう因果関係を「もし出来事Xが起こらなかっ
たら，出来事Yは起こらなかったであろう」と
いう反事実的条件文の成立によって根拠付ける
分析である。反事実的条件文「もし出来事Xが
起こらなかったら，出来事Yは起こらなかった
であろう」が，真であると言えるのであれば，
現実の世界の出来事Yは，出来事Xによって引
き起こされたと言えるであろう。規則性分析の
基礎となっているのは，現実の世界における出
来事の配置であるのに対し，反事実的条件分析
では，「もし出来事Xが起こらなかったら」と
いう可能世界での出来事の配置が分析のベース
となる（鈴木・秋葉・谷川・倉田，2014，117-
127頁，Lewis，1972）。
　本研究は，因果関係と法則性とを切り離すべ
きだと考えるので，規則性分析によって因果関
係を確認することができない。そのため，次節
では，因果関係が成立するかどうかをこの反事
実的条件分析によって行う。

3.2　心的因果
　心的なものが物理的な出来事（行為）を引き
起こしたり，物理的な世界が心的なものを引き
起こしたりする（知覚など）ことを心的因果と

言う。機能主義では，因果性と法則性は一体と
なっているので，この心的因果は，心理・物理
法則によって成立する（1.1節）。
　しかし，Searle（1983）は，心的因果は，伝
統的な因果性理論とは一致しないと主張する。
我々は，自分の腕が上がったとき，花の知覚
経験をもつとき，その原因について，いかな
る観察にも基づかずに，その答えを知ってい
る。腕を上げようと意図したことが，自分の腕
が上がった原因であり，目の前に花があること
が，花の知覚経験の原因である。我々は，こう
した心的因果において，その反事実的条件文の
真なることも，いかなる観察もせずに知ってい
る。つまり，腕を上げようと意図しなければ，
腕は上がらないし，目の前に花がなければ，花
の知覚経験は生じないのである。すなわち，心
的因果においては，何が原因で，何を結果とし
て引き起こしたかを，法則性や規則性に依拠す
ることなく，我々は知っているのである（邦訳
163-175頁）。
　心的因果では，因果的結び付きが，観察可能
であるかどうかは，問題とはならない。なぜな
ら，因果は，まさに経験されているからであ
る。そのため，心的因果に関する言明とその反
事実的条件言明が，真であることを確かめるた
めに，当の経験に加えて，いかなる観察をも要
しないし，普遍的法則に依拠する必要もないの
である。心的な因果の成立は，まさに因果を経
験することによって根拠付けられているのであ
る。それゆえ，心的因果においては，因果性と
法則性は切り離すことができるし，心的因果の
単称言明の成立は，それに対応する普遍的法則
（機能主義の心理・物理法則）の存在を前提と
しないのである（Searle，1983，邦訳163-175
頁）。
　心的因果において，因果性と法則性が独立で
あれば，Davidsonのように心的な因果的効力
を脳状態に移し替える必要もなくなる。そして
何より重要なのは次の点である。心的な因果的
効力は，何らかの法則に依拠する必要性はない
のだから，人間の選択や行為が，法則から自由
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となる，すなわち，自由意志のもとで為される
道筋が見えてくるのである。

4．自由意志

　現代の「決定論」対「自由意志」の対立図式は，
自然科学が描き出した決定論的世界観を背景と
している。主要な立場は，決定論的な世界に人
間の自由は存在しないという「非両立論」ある
いは「固い決定論」，決定論的な世界と人間の
自由は両立するという「両立論」あるいは「柔
らかい決定論」，そして，世界の決定性を否定
し人間の自由を認める「リバタリアニズム」と
に分かれる（美濃，2008；門脇・矢野，2010）。
　本研究は，心的なものの非法則性を認め，世
界の決定性を否定しているので，リバタリアニ
ズムの立場から自由意志の存在を主張していく
ことになる。本研究で論じる自由意志は，次の
2点が成立している。1つは，行為を選択する
際に，単に選択肢が想定されているかどうかで
はなく，真に，「他の行為を為しえる」という
選択可能性（別行為可能性，他行為可能性とも
言われる）があることである。もう1つは，「自
分が為した行為である」という行為者性である。
まずは，この2つの概念のポイントを確認しな
がら，非両立論，両立論についても簡潔に触れ
ていくことにしよう。

4.1　選択可能性
　ここでは，決定論が真であれば，人間に選択
可能性（自由）がないとする「非両立論」を主
張するvan Inwangen（1975）の論証を取り上
げよう。
　van Inwangen（1975）は，「ある瞬間の世界
の状態と物理法則によって，その後の瞬間の世
界の状態は必然的に1つに定まる」（邦訳130-
135頁）という決定論が真であるならば，選択
可能性はないと結論する。自由意志（能力の
テーゼ）と決定論（命題のテーゼ）の関係は，「命
題を偽にする能力」という表現形式によって集
約される。そして「ある命題を誰かが偽にする

ことができる（すなわち，そうすることが彼の
力の範囲内にある）ならば，その命題は物理法
則ではない」（邦訳143頁）という点が論証の
鍵となる。
　次のような事例を考える（邦訳138-144頁）。
ある時刻Tに右手を上げるだけで，ある犯罪
者の死刑執行を防ぐことができる裁判官Jがい
た。Jは，右手を上げるかどうかを考え，しか
るべき考慮ののちに，右手を上げるのを控え
た。裁判官Jが時刻Tに右手を上げなかったの
で，その犯罪者は死刑に処された。
　この時刻Tの世界の状態を表す命題をP，J

が生まれる前のある瞬間T
0
の世界の状態を表

す命題をP
0
とする。すべての物理法則の連言

がLである。このとき，決定論が真であるなら
ば，裁判官Jが右手を上げることが不可能であ
ることを次のように論証する（van Inwangen，
1975；美濃，2008）。
①決定論が真であるならば，人間の行為を含
む現在の状態Pは，過去の状態P

0
と物理

法則Lによって，因果的に必然化される。
②もし人間の行為が，過去の状態P

0
と物理

法則Lによって必然化されているのなら，
過去の状態P

0
か物理法則Lのどちらかを偽

とすることができないかぎり，人間は現実
に為す行為しか為すことはできない。
③人間は，過去の状態P

0
も物理法則Lも偽と

することはできない。
④したがって，決定論が真なら，人間は現実
に為す行為しか為すことはできない。
⑤現実に為す行為しか為すことはできないの
なら，人間に自由意志はない。
⑥それゆえ，もし決定論が真なら，人間には
自由はない。

　人間が，法則を偽にする能力がないのであれ
ば，つまり，法則が真に法則的であるのであれ
ば，人間には自由意志を行使する余地はなく，
ある時点において，別の行為を選択可能である
とは言えない。これが非両立論ないし固い決定
論と呼ばれる立場である。
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4.2　行為者性
　決定論が真であるとしても，また，選択可能
性がないとしても，何らかの点で自由と言える
ような自由概念を提示していくのが，両立論で
ある。機能主義的，法則論的な消費者情報処理
論において，消費者の自由意志を主張するので
あれば，両立論の立場となる。例えば，次のよ
うな主張が可能であろう。消費者の選択や行為
が，心理法則の束によって決定されているとし
ても，内なる信念や欲求，動機や価値観に導か
れ，適切な認知処理によって導かれた行為であ
れば，「自分が為した行為である」という行為
者性が成り立つ。この行為の選択は，他者から
の強制や脅迫ではない点で，自由と言える。人
間の行為には，この行為者性が伴うからこそ，
罪を犯せばその責任が問われるのである。台風
などの自然現象は，この行為者性がないので，
その災害の責任を問われることはない。消費者
は，こうした行為者性をもつ点で，自由意志を
もつものと言える。
　こうした主張には，通常，次のような反論が
なされる。もし，人間の行為が，決定論的に定
められているのであれば，行為者性があるとし
ても，選択可能性はないのだから，その責任を
問うことは難しいのではないか。現実の社会に
おいても，脅迫や精神的な錯乱による行為の場
合，実際にそれ以外の行為も為しえたとは考え
られない以上，その責任は問いにくいであろう。
　こうした大方の見方に反してFrankfurt

（1969；1971）は，選択可能性がなくても，そ
の行為が自身のうちにある欲求や信念によって
行われたという行為者性が成り立てば，道徳的
責任を問うことができると論じる。
　Frankfurt（1969）の事例は，卓越していて
説得的である。
　ブラックは，ジョーンズにある行為をやらせ
たいとする。ブラックは，自分の思い通りにす
るためなら，相当なことをやってのける覚悟が
あるが，みずからの手の内を見せることはした
くない。だから，ジョーンズが心を決めるその
ときまで，ブラックは待つ。ジョーンズが決意

しようとしている行為が，ブラックの望んでい
る行為とは別のものと判明しない限り（ブラッ
クはそういうことに関する卓越した判定者だ），
ブラックは何もしない。もしジョーンズが別の
行為を為そうとすれば，ブラックは効果的な手
段を用いて思い通りにする。
　そこでは「それでも別のことも為しえたの
だ」という反論ができないあらゆる手段が講じ
られる。恐ろしい脅迫や薬の投与，催眠術……
ジョーンズの脳と神経システムに介入し神経生
物学的な力を操ることもできる。「それでも別
のことも為しえたのだ」という反論があるので
あれば，その反論に沿ってこの事例を柔軟に書
き換えれば良い。
　さて，ジョーンズは別のことは為しえない。
しかし，実際には，ブラックの出番はなく，
ジョーンズ自身の理由によって，ブラックの
望んでいる行為を遂行してしまう。このとき，
ジョーンズの為した行為（殺人など）に道徳的
責任を問えないと言えるのか。ジョーンズは，
自身の信念や欲求に従って為した行為につい
て，やはり道徳的責任を負うだろう。その道徳
的責任は，ブラックの邪悪な意図とは切り離す
べきである（邦訳91-93頁）。
　これは，選択可能性がなくても道徳的責任を
問えるという点で，決定論と自由意志が両立す
る両立論と呼ばれる立場である。ただし，選択
可能性がなくても行為者性があれば道徳的責任
が問えるという問題と，選択可能性がない自由
意志を認めるかという問題は，異なる問題であ
る。本研究は，決定論を否定し，選択可能性の
ある自由意志を認める立場なので，「決定論を
前提とした自由概念の探求」という哲学的議論
に，これ以上，踏み込む必要はないであろう。

4.3　飛躍の存在
　さて，日常的な意思決定においては，心理法
則の束によって，行為は決定されることはな
く，また，行為が引き起こされることもないと
いうのが，本研究の立場である。心的なもの
は，非法則的，非決定論的だと考えるので，リ
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バタリアリズムに属する。
　Searle（2001）は，「飛躍の存在」という素
朴な心理的事実に着眼して，行為の決定性を否
定する。既述の通り，心的なものは，全体論的
に秩序付けられるので，例外対処条項は有効
ではなく，個々の心理的要因間の合理化関係
は，量的計算が困難な柔軟で非固定的な性格を
もち，法則的でも決定論的でもない。こうした
心的なものの非法則性が，意思決定者の主観と
して経験されるものが，この飛躍であると言え
よ う。
　「前向きに見ると，飛躍とは，意識的な意思
決定や行為の特徴で，われわれの将来の意思決
定や行為にはさまざまな選択肢があり，因果的
にはそのいずれをもとりうると感覚されること
である。後ろ向きに見ると，飛躍とは，意識的
な意思決定や行為の特徴で，意思決定や行為に
先立つ理由は，意思決定や行為の因果的十分条
件をなすものとして行為者に経験されるのでは
ないということである」（Searle，2001，邦訳
64頁）。
　例えば「のどが渇いたので水を飲んだ」とい
う言明においては因果関係が成立しているであ
ろう。ところが，Humeのように，因果的結び
付きの存在について懐疑的であれば，因果的言
明が意味するものは，規則性以外に何もない。
それゆえ，この因果関係が真となるためには，
同じ程度ののどの渇きと水の入手しやすさがあ
るとすれば，水を飲む行為は，確実に繰り返さ
れなければならない。ところが，日常的なケー
スでは，飛躍が存在し，のどの渇きが水を飲む
ための因果的十分条件をなすことはなく，そこ
で水を飲むか飲まないかは，結局，我々次第で
あろう（Searle，1983，邦訳163-165頁）。
　もちろん，のどの渇きが極限に達し，水を摂
取することへの抗しがたい衝動に駆られてお
り，そこに水があると信じているとき，この欲
求と信念は，法則的と言えるほどの規則性で
もって水を飲む行為を引き起こすだろう。これ
は，こうした欲求や信念が，行為のための因果
的十分条件をなすからである。この事例のよう

に，先行する心的状態が，原因として因果的に
十分となり，ある行為を必然的に引き起こすよ
うな場合，そこに選択可能性はなく，法則的，
決定論的である。しかしながら，消費者行動研
究において想定される意思決定は，こうした
「異常な状況」ではないはずである。通常の意
思決定では，先行する信念と欲求が，行為の決
定に当たって因果的に十分ではないという意味
で，原因となる心的状態と行為の間には，飛躍
が存在している（Searle，2001，邦訳13-16頁）。
　この飛躍の存在を認めれば，先行する心的状
態が因果的十分条件をなして，行為を1つに定
めることはないので，選択可能性が存在する。
そして，この飛躍の中で行為が為されるために
は，行為者性を担う自我の存在が必要となる。
決定論のように心理的諸要因が行為を引き起こ
すことはないので，非決定論の想定のもとで
は，行為を遂行する主体すなわち自我が必要な
のである。行為は，ただ待っていれば生起する
ものではなく，自我によって遂行されるものな
のである。レストランに行って，仔牛かスパゲ
ティかの選択があるとする。そのとき，ウェイ
ターに対して「私は決定論者ですからね，なる
ようになりますよ。待っていれば何を注文する
かはわかります。私の信念と欲求が何を引き起
こすか，もうしばらく待ってみましょう」と言
うわけにはいかない。自由意志を行使し，行為
者性を担う自我が存在しなければ，何かが選択
されることはなく，行為が生じることもないの
である（Searle，2001，邦訳15頁）。
　また，この飛躍の存在を認めれば，van 

Inwangen（1975）による非両立論の論証（4.1

節）は，消費者行動研究においては，消費者行
為の非決定性ないし非法則性の論証として役立
つ。すなわち，飛躍が存在すれば，心理的諸要
因が，因果的十分条件をなすことはないのだか
ら，消費者は，多くの心理法則を偽にする能力
をもっていることになる。もちろん，欲求や衝
動などの心的状態に人間は大きく影響される。
しかしながら，多くの心理的諸要因は，人間
の行為を1つに拘束するほどの決定的な力はな
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く，多くの場合，それらに抗うこともできるの
である。
　もし，消費者が心理法則を偽にする能力をも
つのであれば，行為は心理法則の束によって決
定されるという機能主義の方法論は，失敗して
いる。心理的諸要因が原因となって行為を引き
起こすという図式は，成立していないのであ
る。それゆえ，消費者行動研究において傾向法
則しか見出せないのであれば，最終的に何がど
のように選択や行為を決定するのかについての
理論が欠落していることになる。

4.4　自由意志に基づく選択と行為
　飛躍の存在を認めると，意思決定と行為のあ
り方が，次の3点で異なってくる。
①心理的諸要因（欲求，ニーズ，動機，信念
など）が，因果的十分条件をなして選択や
行為を引き起こすことはない。心理的諸要
因は，単に選択や行為の理由を形成するに
すぎない。
②さまざまな選択肢の中から1つの選択肢に
絞られるのは，法則によるのではない。自
我が，さまざまな理由を踏まえたうえで，
さまざまな選択肢の中から，自由意志に基
づいて選択を行う。
③選択された行為は，必然的に引き起こされ
ることはない。自我が，自由意志を行使し
て，行為を遂行する。

　そのため，自由意志に基づく意思決定とは，
ある状況において，いかなる理由のもとで，い
かなる行為を為すかを選択することとして定式
化できる。行為を選択するだけではなく，行為
の理由をもみずから選び取って意思決定を行
い，それを踏まえて行為が遂行されると考える
のである。そして，ある理由を踏まえて行為を
遂行するとき，その行為を為した理由が，結果
として，行為の原因となる。2）行為を為した理
由が，行為の原因となるのだから，選択や行為
を因果的に説明するという枠組みは維持される
（Searle，2001，邦訳67-68頁）。
　このように考えれば，先行する心理的諸要

因（原因）によって，選択や行為が引き起こさ
れるという決定論的発想から抜け出すことがで
き る。
　例えば，低価格ブランドと高品質ブランドの
どちらかを選ぶという意思決定では，消費者
は，ブランドだけでなく，選択の理由（低価格
か高品質か）をもみずから選び取っていると考
えれば良いだけである。消費者は「低価格だか
らこのブランドを選んだ」という因果的言明と
「低価格でなければこのブランドを選ばなかっ
た」という反事実的条件言明が，真であること
を，当の意思決定プロセスに加えて，いかなる
観察をも要せずに知っている。すなわち，その
ブランドを選んだ理由が，この選択の原因であ
るという因果関係が成立する（3.2節参照）。消
費者に対して行為の原因を尋ねるという調査が
可能なのは，消費者が何らかの心理法則を知っ
ているからではなく，消費者自身がこの因果関
係を経験しているからにほかならない。
　もちろん，その意思決定を思い直して，高品
質ブランドを選ぶこともできる。そこには飛躍
が存在しているのだから，何らかの選択が必然
的に生起することはなく，別の選択も為しうる
のである。飛躍の存在する選択や行為は、事後
的にのみ、その因果関係が特定されるのであ
る。こうして，自由意志に基づく選択と行為に
おいては，別の選択や他の行為も為しうるとい
う選択可能性を保持しつつ，因果関係は成立す
ることになる。
　こうして因果関係を法則性から切り離すこと
で，自由意志という哲学的な概念を，現実的な
意思決定の形態（いかなる理由のもとでいかな
る行為を為すかの選択）に置き換えられた点は，
極めて重要である。3）

　そして，この自由意志を行使する主体が自我
である。Searle（2001）は，「行為者は，理由
に基づいて，意思決定を行ったり行為を遂行し
たりできる必要があるのだから，行為者として
行為するまさにその存在は，知覚や信念，欲求
や記憶，そして推論をも行いうるのでなければ
ならない。……要するに，行為者は自我であら
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ねばならない」（邦訳87頁）と論じる。もし，
こうした自我が，形而上学的な概念にすぎず，
実在でないのなら，自由意志は行使されること
もない。次章では，合理性と行為者性の担い手
である自我の問題について論じていく。

5．自　我

　ところで，消費者情報処理論の中で，行為者
性を担っているのは，ワーキングメモリであろ
う。ワーキングメモリは，人間の「意識」をモ
デル化したもので，通常，情報の保持と操作を
担う認知プロセスとして扱われるが，行為も制
御するものと想定されるからである（Norman 

and Shallice 1986；Baddeley 2007；苧坂 2000；
2008）。そして，このワーキングメモリにおけ
る中央実行系が，自我に相当する概念であろう。

5.1　ワーキングメモリ
　Baddeley（2007）の複数成分ワーキングメモ
リモデルでは，3つの貯蔵システム（視空間ス
ケッチパッド，音韻ループ，エピソードバッ
ファ）と注意制御機構である中央実行系から構
成される。この中央実行系の具体像はNorman 

and Shallice（1986）の監督的注意システムで
ある。Norman and Shallice（1986）は，行為
を制御する2つのプロセスを想定する。1つが，
習慣的行動や常軌的行動に見られるスキーマに
よる自動制御である。もう1つは，新奇で複雑
な課題において生じる監督的注意システムによ
る意識的制御である。
　この意識的制御による行為では，ちょうど自
我に相当する中央実行系によって，状況に応じ
た行為が選択されるので，自由意志が働いてい
るような印象を与える。しかし，機能主義の方
法論では，意識的な行為の制御も，法則的に因
果的に制御されている点では変わりはない。
　Bargh and Ferguson（2000）の主張は明確で
「人間行動と高次の心的プロセスを研究する科
学者として，意識的制御を要するプロセスを，
自由意志のテーゼによって説明することを拒否

する。その代り，行動やその他の反応は，下記
の諸反応に関する選択も含めて，因果的に引き
起こされるというテーゼを信奉する。意識的
ないし無意識的な，すべての熟考，思考，感
情，動機付け，衝動は，（しばしば複数の原因
によって）引き起こされる」（p. 926）という
決定論を支持している。
　この決定論を支持すると自我（中央実行系）
の存在は，理論的に不必要なものとなる。消費
者行動研究には，価値体系，性格・人格，動機
づけ，目標階層，処理能力，記憶や知識（自己
の記憶や知識を含む）などの個人特性を反映し
た構成概念が，存在している。そして，情報処
理プロセスにおいて，個人的な特性を反映しつ
つ，選択や行為が，因果的に決定されると想定
すれば，中央実行系（自我）が存在してもしな
くても，その決定自体は変わらないであろう。
つまり，自我という概念は，理論的に余分なも
のとなる。逆に，自我が存在し，決定がコロコ
ロ変えられるのなら，決定論的な考え方と根本
的に矛盾してしまう。
　実際，中央実行系を主張したBaddeley（2007）
自身も「私は，かつて，実質的にホムンクルス
（すべての重要だが困難な意思決定を下す，頭
の中の小人）である実行系を作り出したという
罪を認めた」（邦訳130頁）と述懐しつつ，こ
の小人を分割し，解消していく必要性を論じて
いる。もし，人の頭の中の小人が，注意を制御
し，行為を導くのであれば，その意思決定はさ
らにその小人の頭の中の小人が行うのかといっ
た不可解な論理に陥ってしまう。「意識の中の
私」や「私が考えて自分で決めた」という考え
方は，常識的には当たり前に思えても，論理的
な困難を伴うのである。
　こうした意識の中の自我の不在を指摘したの
もHume（1739-40）である。Humeは，認識の
源泉を知覚に求め，現実の直接的な知覚を「印
象」と呼ぶ。意識は，「想像を絶する速さでた
がいに継起し，絶え間のない変化と動きのただ
なかにある，たがいに異なる諸知覚の，固まり
あるいは集まりにほかならない」（邦訳第1巻



̶  49  ̶消費者行為論へ向けて

287頁）。そして，「もし或る印象が自我の観念
を生み出すのであれば，その印象は，われわれ
の一生を通じて，変わらず同じものであり続け
なければならない。……しかし，恒常的で不変
な印象などは存在しない。苦と快，悲しみと喜
び，情念と感覚は，たがいに継起し，けっして
すべてが同時には存在しない。それゆえ，自我
の観念が生じるのは，これらの印象のどれから
でも，その他のどの印象からでもなく，した
がって，そのような観念は存在しない」（邦訳
第1巻286頁）と論じる。
　要するに，意識を構成するのは知覚（表象）
の束にすぎず，その意識の中に自我は存在しな
いと主張するのである。

5.2　自我の生物学的基盤
　本研究では，Damasio（1999；2010）による
意識と自我についての神経生物学的仮説から，
意識の決定的な要素は，自我の存在であること
を主張したい。Humeが考えるような純粋な知
覚というものは存在しないのである。Damasio

の理論は，多くの意識障害（脳障害）や脳部位
についての神経生物学的証拠に基づく壮大なモ
デルであるが，ここでは本研究と関連する部分
だけを要約して論じていくことにする。
　Damasioは，有機体の意識は，有機体がある
対象と関わり，その対象が有機体に変化を引き
起こしているという認識の構築に関わるとい
う。つまり，意識の問題は，有機体と対象，そ
してその関係性を，脳が心的イメージとしてど
のように表象するかの問題として捉えられる。
　人間の場合，有機体全体の状態を知らせる表
象は，生命の調節を担う脳幹や視床などの部位
で収集され，その情報に基づき，自律神経やホ
ルモンなどによって，有機体の内部状態が制御
されている。この有機体全体の神経パターンで
ある非意識的な統合的表象が原自己と呼ばれ
る。この原自己を構成し生命調節を担う脳部位
によって，身体と脳は，緊密に，不可分的に結
合され，心身融合とも呼ぶべき持続的安定性が
確保される。

　この原自己は，有機体における相対的に不変
な核として作用し，あらゆる認識の起点とな
る。人間が，外界のものであれ，記憶の中のも
のであれ，何らかの対象を認識する際には，必
ずこの原自己に変化を生み出す。感覚器官に
よって外界の対象を知覚するためには，身体の
平衡を維持しながら，頭を動かし，水晶体や瞳
孔を調節するので，有機体の統合的表象である
原自己も変化する。記憶の中の対象を想起する
際にも，記憶に付随する情動的反応が，原自己
を変化させる。要するに，原自己という文脈を
離れて，いかなる認識もなされることはないの
である。
　そして，有機体と対象，そしてその関係性
の神経パターンが，最終的に心的イメージな
いし意識内容となったものが，中核意識と呼
ばれる。中核意識は，「いま・ここ」で有機体
に関係している対象を意識内容として表象し，
Humeの言葉を借りれば「想像を絶する速さで
たがいに継起し，絶え間のない変化と動き」を
生み出す。
　この中核意識は，有機体と関係している対象
を意識内容として表象するのだから，「あなた
の原自己がたったいま心の中で顕著になった対
象によって変えられた」という非言語的な知識
を包含している。我々が，意識経験の中の自我
を知っているのは，自我が，この非言語的な物
語の主人公だからである（Damasioはこれを中
核自己と呼ぶ）。それゆえ，意識経験は，本来
的に，常に自我との関係において生まれるので
あって，Humeが考えるような自我を欠いた純
粋な知覚というものはないのである。
　通常は，有機体を変化させた対象に注意を向
ける方が，適応上の価値は高いので，意識経験
の中にある自我の感覚は，それほどはっきりし
たものではない。これは何かを眺めるときの視
点が，視覚に映る風景を規定しているにもかか
わらず，視点そのものは意識されにくいのと似
ている。そして，意識経験における自我の感覚
は，いかに希薄なものであっても，これを失う
と通常の意識経験は維持されなくなる。それは
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以下のような症例から観察される。
　Damasioは，欠神発作とそれに続く欠神自動
症という意識障害をもつ患者について次のよ
うな報告をしている。「われわれは静かに話し
ていた。突然，話の途中で男性が黙りこくっ
た。顔は動きを失い，口は開いたまま固まり，
目は私の背後の壁の一点をうつろに見据えてい
た。数秒間，彼はピクリともしなかった。彼の
名を呼んでみたが返事はなかった。それから少
し動きはじめ，唇を舐め，目は二人の間にある
テーブルへと移った。男性はコーヒーカップと
小さな金属製の花瓶を見ているようであった。
いや，カップを手にしてコーヒーを飲んだのだ
から，見ていたに違いなかった。私は繰り返し
話しかけてみたが，返事はなかった。……そう
こうするうちに男性は立ち上がった。この先ど
うなるかわからず，私は焦った。彼の名を呼ん
だが返事はなかった。この状態はいつまでつづ
く？　そう思っていると男性はくるりと向きを
変え，ドアに向かってゆっくり歩き出した。私
は立ち上がり，もう一度名前を呼んだ。男性は
立ち止まり，私を見た。顔に少し表情が戻って
いた。まごついているようだった。もう一度声
をかけると，『なんだい？』と言った」（1999，
邦訳23頁）。
　この患者は，対象に注意を向け，コーヒを飲
む，歩くといった基本的な心的状態，運動能力
を維持しながら，自我の感覚がなく，自分の名
前や自分と対峙している相手も識別できなくな
る。つまり，基本的な心的状態を維持しつつ，
自我の感覚を失い「いま・ここ」の中核意識を
失っていたのである。こうした意識障害は，心
の中における自我の存在を示す1つの証拠とな
るように思える。
　そしてDamasioが拡張意識と呼ぶ意識レベル
では，記憶やワーキングメモリ，言語，合理
性，推論といった高度な認知的機能が利用可能
となる。拡張意識では，自伝的記憶に基づく自
己も「対象」の1つとして処理される。そのた
め，拡張意識の中では「いま・ここ」とともに，
自分自身の過去と予期される未来が見通しの良

い眺望の中で感じ取られる。人間に創造性を授
ける認識のレベルは，この拡張意識にあると論
じる。
　ここで重要なことは，こうした意識の主体な
いし核であるような継時的に不変な自我が実在
すること，そして，その自我は，自己知識や自
己イメージ，性格・人格，関与や動機付け，目
標階層，価値観，その他の可変的な心理的諸変
数には，還元不可能なことである。こうした自
我が合理性と行為者性の担い手となる。この自
我の存在を措定することによって，はじめて，
自由意志に基づいて選択や行為が為されること
を理論的に説明できるようになる。

6．非決定論的世界

　自我が自由意志に基づいて行為を為すという
行為論において，残された問題は，架橋法則で
ある。合理的で柔軟な，非法則的な心的状態
は，どのような架橋法則によって，脳状態と結
び付けられるのかという問題である。
　Davidsonのような非法則論的一元論を採用
しないのであれば，物的枠組みである脳状態
が，心的枠組みと同じような柔軟性をもつと考
えるのが自然である。つまり，脳のシステム
も，決定論的なシステムではなく，非法則的な
メカニズムが備わっていると考えるのである。
Searleは，その困難さを分析したうえで，シ
ステム因果という仮説を提示する（2001，第9

章）。4）人間の意識状態は，脳状態の高次のシス
テム的特徴である。最上位レベルの意識は，脳
のミクロ的組織によって構成されるが，この意
識レベルにおいて自由意志が働くとき，システ
ム全体のニューロンの隅々にまで影響が及ぶ。
そして，脳システム全体が一挙に動くことで，
飛躍を飛び越え，自由意志を行使すると考える
のである。要するに，脳状態と心的状態の両者
に，飛躍の存在を認めるのである。この仮説の
真偽については，神経生物学的な研究の進展を
待つほかないが，1つの方向性は示せることに
なる。
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　こうした仮説のもとで，自由意志を主張す
る最大の難点は，現代の科学観に完全に反し
ているように見える点にある。現代の決定論
は，ニュートン理論のような自然科学の成功に
訴えることで出現してくる。そして，「物理的
世界についての決定論的世界像によって，行
動の世界についても，心理の世界についても，
決定論的世界像を押しつけられることになる」
（Popper，邦訳31頁）。この世界観のもとでは，
心的なものが，神経生物学的な基盤をもつ以
上，心的なものも，物理法則に従わざるをえな
くなる。それゆえ，科学的な決定論を支持する
のなら，我々の自由の経験や飛躍の経験，ある
いは心理法則を偽にする能力といったものは，
脳が生み出す体系的な錯覚であると言わざるを
えなくなる。非両立論として論じたように，世
界の決定性を認めれば，選択可能性があるとい
う意味での自由が存在する余地はない。
　しかし，こうした議論で忘れてはならないの
は，決定論的世界観それ自体は，科学的に立証
されたものではないことである。物理学におい
て見られるような決定論的な諸理論が，かりに
真であるとしても，それらは，単に，この世界
のある側面をうまく説明できているに過ぎな
い。ニュートン理論でも，多体問題（物体の数
が多くなった系）を説明できないように，物理
科学でさえ，実在の世界をあらゆる側面にわ
たって完璧に再現しているわけではない。科学
や理論は，この世界を体系的に抽象化，単純化
して捉えようとする網にすぎず，この唯一無二
の世界を完全に捉えることはできないのである。
それゆえ，決定論的な諸理論が，成功していた
としても，そこからこの世界のあらゆる部分が
法則的に決定されていると帰結することはでき
ない（Popper，1982，邦訳第3章53-109頁）。
　また，既述の通り，日常空間における人間の
行為が，心理法則の束によって決定されること
を示す経験的根拠もない。認知心理学あるいは
消費者情報処理論は，人間の選択や行為を拘束
するような心理法則を積み上げていくことに，
半世紀以上，継続的に失敗してきたのである。

実験室的空間においてさえ，断片的な傾向法則
しか見出せなかったのである。消費者行動研究
の歴史は，心理的諸要因が，因果的十分条件を
為して，選択や行為を引き起こすという決定論
を一貫して反証してきたものとも言えるかもし
れない。
　また，決定論的な世界観，人間観のもとで，
革新性や創造性を強調するマーケティング論を
論じることは難しい。マーケティング論では，
通常，自社や他社のマーケティング行為によっ
て，競争の次元が変わること，市場が変化する
こと，つまり，この現実世界が変わること，未
来は開かれていることを前提としている。かり
に，消費者が心理法則に拘束される存在なら
ば，消費者はマーケティングによる操作対象に
すぎなくなる。また，マーケターは，自由に戦
略の立案が可能であるかのように論じておきな
がら，消費者の選択や行為が法則によって決定
されると論じるのも，明白な矛盾である。
　したがって，この世界の一部，とりわけ，心
的なものの一部は，心理法則によって決定され
るわけではないという研究上の仮説は，十分な
経験的な根拠をもつものであるし，マーケティ
ング論との整合性を考えるとより適切な仮説で
あると考えられる。
　そして，心理法則を否定したとしても，消費
者の選択や行為について科学的，客観的に論じ
る方法がなくなるわけでもない。5）

　消費者行動研究において，決定論に陥らざる
をえなくなるのは，因果関係を法則性と結び付
けて考えるからである。選択や行為のプロセス
において，因果関係は経験されているのだか
ら，その因果関係が成立していることを示すた
めに，規則性に依拠する必然性はない。その因
果関係に，規則性が生じるかどうかは，別の問
題である。ある状況のもとで，ある選択や行為
を為すのが，合理的であるという考え方が，集
団として共有されるかどうかによって，規則性
が生じたり，生じなかったりする。この規則性
は，合理性に基づく規則性だから，法則的では
ない。たとえ法則でなくとも，因果的説明とい
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う枠組みを保持しながら，この規則性を捉え，
説明しようとする試みは，科学的なものとなり
うるであろう。
　こうした非決定論的な世界観の方が，消費者
やマーケティングの真の姿をより良く記述でき
るように思う。

お わ り に

　さて，人間を計算機にたとえる機能主義の世
界観に忠実であれば，心理法則の束によって
あらゆる行為は決定されるので，人間に合理
性や創造性，自由意志を許容する余地はない。
こうした世界観は受け入れがたい。本研究で
は，まず，法則性と合理性との対立図式から，
心的なものの非法則性を導いてきた。しかし，
Davidsonのように伝統的な因果性理論を保持
したまま心的な合理的秩序を認めると，心的な
記述のもとでは，因果的効力を認めることがで
きなくなる。そこで，Searle（1983）の心的因
果説に立脚し，因果性と法則性を切り離し，心
的な因果的効力を認める行為論を導出した。さ
らに，Searle（2001）の飛躍の存在から，自我
が自由意志に基づいて選択と行為を為すという
理論を導出した。最後に，Damasioのモデルか
ら意識の中の自我の生物学的基盤を論じた。こ
うした自我こそ，合理的な秩序をもつ心の担い
手であり，行為を遂行する主体である。こうし
てリバタリアニズムに基づく行為論を提示して
きた。表1は，機能主義（消費者情報処理論）
と本研究の行為論（消費者行為論）の主な相違
をまとめたものである。

　この一連の議論で，中心的な役割を担ってき
たのは，合理性概念である。Searleは，「自由
の概念と合理性の概念は全く異なるにもかかわ
らず，合理性の外延は自由の外延とぴたりと一
致する」（2001，邦訳18頁）と述べている。心
的なものに合理性の秩序を認めることは，そこ
に心的自由を認めることにほかならないのであ
る。もちろん，行為や知覚など，外界との重要
な接点においては因果的かつ法則的な関係が成
立する。しかし，その他の多くの心理的要因間
の関係は，自我の合理的で自由な推論の産物で
あろう。全体論的で合理的な心の秩序は，自由
で満たされているのである。
　消費者情報処理論を信奉する研究者が，決定
論を信じているかどうかは，よく分からない。
しかし，心理的諸要因と行為の間に因果法則的
構造を仮定し，その因果法則は統計的規則性に
よって裏付けられると信じており，意思決定プ
ロセスの中に自我を介在させることはない以
上，少なくとも暗黙のうちに，決定論を支持し
ていると言わざるをえないだろう。
　誤解のないように付言しておくが，機能主義
方法論を批判したとしても，既存の消費者行動
研究の意義を棄損する意図はなく，それらの研
究の価値を貶めるつもりはない。あくまでも消
費者情報処理論の背後になる方法論の限界を指
摘し，それを代替する行為論を探ってきただけ
である。本研究の行為論は，人間行為一般に関
する理論であって，必ずしも消費者固有の問題
を取り上げてきたわけではない。しかし，行為
は，消費者行動研究のもっとも重要な被説明対
象の1つなのである。被説明対象の根本問題を

表 1　2つの行為論の比較
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突き詰めて考えることの重要性は指摘するまで
もないだろう。
　機能主義を批判的に検討する中で，導出され
てきた行為論の要点は，以下の通りである。一
見すると「当たり前」の論理であるが，今日の
支配的な方法論とは大きく異なる以上，その意
義も大きい。
①合理性：心的なものは実在する。心的なも
のは，合理的秩序をもつが，一部，因果法
則的秩序を含む。人の思考や行為が，合理
的であるというのは，法則に従うことでは
ない。しばしば不合理ですらある。こうし
た不合理を許容するほどの自由度をもった
ものが心的な秩序である。
②心的因果：心的なものは，因果的効力を
もっている。この心的な因果の成立は，ま
さに因果を経験することによって根拠付け
られる。それゆえ，心的因果において因果
性と法則性は切り離すことができるし，心
的因果における原因と結果の一対の出来事
の成立は，それに対応する普遍的法則の存
在を前提としない。
③自由意志：日常的な意思決定においては，
先行する心的状態は，行為の決定に当たっ
て因果的に十分とはならない。したがっ
て，そこに選択可能性もあるし，行為者性
としての自我の存在も要請される。すなわ
ち，自由意志は存在する。
④自我：自我は，意識を構成する核（主人公）
として生物学的に実在する。自我は，合理

的な心的秩序の担い手であり，自由意志を
行使する行為者性の担い手である。図式化
すれば，「自我性＝合理性＋行為者性」と
なる。この自我は，その他の可変的な心理
的要因に還元することはできない。
⑤自由意志に基づく意思決定：自由意志に基
づく意思決定は，いかなる理由のもとで，
いかなる行為を為すべきかの選択である。
行為の原因は，行為の結果として定められ
る。行為のための理由のうち，行為を為し
た理由が，行為の原因である。
⑥心的なものの非法則性・予測不可能性：以
上の点から，行為を含む心的なものの非法
則性は明らかであろう。先行する心理的諸
要因が，意思決定や行為に影響することは
確かであるが，自我は，心理法則を偽にす
る能力をもっている。この点を認めるので
あれば，心理的諸要因（原因）が選択や行
為（結果）を引き起こすという枠組みは，
論理的に破綻する。それを代替する枠組み
は，自我が，行為の理由も行為もみずから
選び取るというものである。その結果とし
て，「心理的要因（原因）→行為（結果）」
という図式は成立するが，それは自我に
よって結ばれた合理性に基づく因果関係で
ある。それは何らかの心理法則を前提とは
しない。人間の心は，その本性上，法則か
ら自由なものであって，厳格な意味での予
測は不可能である。

注
 1） しばしば変数の中に評価的要素を組み込み，

安定的な相関関係を生み出す手法も取られ
る．例えば，「値引き」変数をその肯定的評
価である「割安感」や「コストパフォーマン
ス」によって構成すれば，購買意図にプラス
に働きやすくなるだろう．消費者満足モデル
において「成果が期待を上回る」のであれば，
満足度にプラスに働きやすい．こうしたモデ
ル構築のあり方は，原因変数の中に評価的要
素を組み込み，合理的，論理的な帰結として

の結果を部分的に含むので，しばしば同語反
復的とのそしりを受けることになる．

 2） 原因は何らかの出来事を示すのに対し，理由
は真偽を問える命題構造をもつ点で，概念的
な身分が異なっている．しかし，通常は，行
為の理由を述べることで，行為の因果的説明
とみなされるので，ここでは平易さを重視し
てこうした用語法を用いる．詳細は，Searle

（2001）第4章を参照．
 3） Chisholm（1976）のように行為者性に行為の
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原因を求めない点も重要である．原因は，あ
くまでも信念や欲求，意図などの心的状態で
ある．

 4） しばしば，上から下への因果として論じられ
る．例えばPopper and Eccles（1977）など．

 5） 詳細は，久米（2016）を参照．
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